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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
使用者の腰痛を治療するための腰痛治療具であって、
テーブル本体と、
前記テーブル本体に設けられた接地面から所定の高さを規定するテーブル脚部と、
前記テーブル本体を接地面に固定する固定部と、
前記テーブル本体の一端に移動可能であるとともにこのテーブル本体に固定して使用者が
握持する握持棒と、
前記テーブル本体の他端に設けられ使用者の胸部を受ける突出部とからなることを特徴と
する腰痛治療具。
【請求項２】
前記固定部は、前記テーブル本体の接地面側に設けた錘収納部と、この錘収納部に収納す
る錘とからなることを特徴とする請求項１に記載の腰痛治療具。
【請求項３】
前記固定部は、前記テーブル脚部に設けられた固定具とこの固定具を接地面に固定する固
定ボルトからなることを特徴とする請求項１に記載の腰痛治療具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、腰痛治療に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　国民病とも言われる腰痛で悩んでいる人は日本で約１２００万人にのぼり今後も増加す
る傾向にある。腰痛の原因は、身体の土台である骨盤の構造が大きく影響していることに
近年注目されている。
【０００３】
　この腰痛の原因は、骨盤の構成要素である仙腸関節１４の機能が退化してロック状態に
なり作動不良になることにあると云われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６１－２０３９７４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　骨盤の構造は図６に示す通り外部に腸骨１３があり内部に仙骨１４があり、腸骨１３と
仙骨１４の境界部の左右にある仙腸関節１２とで構成されている。骨盤は身体を支える土
台であり、上半身の重みを支え下半身を動かす緩衝地帯のような存在である。仙腸関節１
２が動くのはせいぜい前後左右に３ミリ程度で、常日頃の悪い姿勢や不均衡な体形で仕事
を続けると蓄積疲労により仙骨関節１２がロック状態になり遊び（クッション性）が無く
なり、運動性や骨盤の耐衝撃性が驚くほど低下して腰痛の原因となる。
【０００６】
　上記の特許文献１の仙骨矯正テーブルは背中載置台部（１）と腰部載置台部（２）脚部
載置台部（３）で構成されており、患者（使用者）が仰向きになって載り腰部載置台部（
２）を自然落下して仙骨（Ｓ）を矯正することを特徴としている。腰部載置台部（２）が
自然落下した時、体重を支えるのは背中載置台部（１）に接している背中の筋肉と、脚部
載置台部（３）の上に載っているＬ字形脚のふくらはぎ筋肉の２ヵ所であり、両筋肉は必
然的に緊張して身体全体のリラックス効果を減少させ治療効果も低下する。又この装置は
、構造も複雑で膨大な部品数を使い製作費用が極めて大きい。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、使用者１９が俯す状態で上部体重を
胸部の骨で支え、下部体重は膝関節の骨で支えるために筋肉の緊張は発生する事なく、仙
腸関節１２のリラックス性を充分に保障して大きな治療効果が期待される。さらに製作費
用も格段に低く経済的な腰痛治療具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するためにこの発明は、図１に示す通りのテ－ブル本体１に、使用者１
９の身長に見合った高さ（Ｈ）を調整可能にし、このテーブル本体１を接地面（Ｇ）にも
固定して使えることも出来て、このテーブル本体１に使用者１９の腕の長さ（Ｌ）に適合
するために前後方向にスライドする握持棒２と、このテーブル本体１に使用者１９の胸部
を受ける突出部からなる構造の腰痛治療具である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は使用者１が俯す状態で上部体重を胸部の骨で支え、下部体重は膝関節の骨で支
えるために筋肉の緊張は発生する事なく、仙腸関節１２のリラックス性を充分に保障して
腰痛の改善の治療効果が期待される。さらに製作費用も格段に低く経済的な腰痛治療具で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】腰痛治療具１の斜視図である。
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【図２】使用者が図１の腰痛治療具１使用している説明図である
【図３】使用者が図１の腰痛治療具１使用している説明図である
【図４】テーブル本体１の高さ（Ｈ）を調整する脚部１１の下側の部分図である。
【図５】テーブル本体１を接地面（Ｇ）に固定する脚部１１の下側の部分図である
【図６】骨盤の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本腰痛治療具は図１に示す通りのテーブル本体１に、このテーブル本体１に設けられた
所定の高さ（Ｈ）を規定するテーブル脚部１１と、このテーブル本体１を接地面（Ｇ）に
固定する固定部と、このテーブル本体１の一端に移動可能であるとともにこのテーブル本
体１に固定して使用者１９が握持する握持棒２と、このテーブル本体１の他端に設けられ
使用者１９の胸部を受ける突出部から構成されている。
【００１２】
　図２に示す通り胸部を突起部４のＡ支点に合わせ、膝関節を接地面（Ｇ）のＢ支点に置
く。握持棒２を前後方向にスライド（図示９）させて使用者の腕の長さ（Ｌ）に適合した
位置で段差付長溝１０の中にある六角穴付ボルト６を締め付けてテーブル本体１に固定す
る。
　使用者１９は、握時棒２を両手で握り体全体をリラックスして骨盤をゆっくり上下運動
８してロック状態になった仙腸関節１２を前後方向に刺激して正常に回復させる。
【００１３】
　仙骨関節１２を左右方向に刺激させるには、図３に示す通り脚部載置台２１に膝関節の
一方を載せて骨盤をゆっくり上下運動（図示８）して、他方の膝関節にも同様の動作をさ
せて仙腸関節１２を左右方向に刺激して正常に回復させてもよい。
【００１４】
　上下運動（図示８）時に、身体荷重からの引張力２０が握持棒２に発生してＣ点を軸に
Ｄ点が浮き上がるため錘収納部３に錘５をいれてテーブル本体１安定させた。鉛収納部３
の位置はＣ点の位置より出来うる限り遠方ある方が良い。
　テーブル本体１の高さ調整は、図４に示す通り脚部１１の高さ調整ボルト１５とロック
ナット１６で調整する。
【００１５】
　別の実施例としてテーブル本体１を固定して使用する時は、図５に示す通り脚部１１の
固定具１７を固定ボルト１８で接地面（Ｇ）に固定する。その時には錘５は不要になる。
【００１６】
　本腰痛治療具で１回１０分から１５分を一日２回治療してその日から効果が現れて２週
間位すると腰痛は完治する。本治療具は自宅等で苦痛なく誰でも簡単に使えスペースも少
ない。
【符号の説明】
【００１７】
　　１テーブル本体
　　２握持棒
　　３錘収納部
　　４突起部
　　５錘
　　６六角穴付ボルト
　　７骨盤部
　　８上下運動
　　９前後方向スライド
　　１０段差付長溝
　　１１脚部
　　１２仙腸関節
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　　１３腸骨
　　１４仙骨
　　１５高さ調整ボルト
　　１６ロックナット
　　１７固定具
　　１８固定ボルト
　　１９使用者
　　２０引張力
　　２１脚部載置台
【要約】
【課題】誰でも簡単に使えて苦痛を伴わず充分な効果あり速攻性も期待される腰痛治療具
を提供する。
【解決手段】安定したテーブル本体１で、使用者１９が上下運動８中にずり落ち防止を目
的とした握持棒２と錘格納庫３を設けた腰痛治療具で、図２ように胸部を突起４のＡ支点
に合わせ、膝関節を接地面（Ｇ）のＢ支点にのせて握持棒２を両手で握り、体をリラクス
して骨盤部７をゆっくり上下運動８させて機能低下した仙腸関節１０を正常に回復させて
腰痛を完治する。
【選択図】図２

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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